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る
。
騎
士
圈
は

88
に
六
個
の

1?
人
組

」

に
增
加
し
た
の 

で
ぁ
る
が
，今
や
サ
ー
グ
ィ
ァ
ス
の
憲
法
に
よ
つ
て
十
八
に
消
加
せ
；し
め
ら
れ
、平
民
よ
り
成
る 

十
一
一
：
の
新
百
人
組
.が
形
：成
せ
ら
れ
た
る
時
、騎
士
隊
は
雨
早
從
來
の
如
く
貴
族
的
性
質
を
有
せ

. 

ざ
る
に
至
つ
た

0

之
.，
れ
に
次
ぐ
も
の
は
各
個
成
員
の
不
動
產
の
價
値
に
從
つ
て
等
級
を
立
て 

ら
れ
る
五

「

隙
級

」

の
步
兵
で
ぁ
つ

.て
、典
れ

^

れ
.向

2,
0
,費
用
を
以
て
其
の
階
級
に
相
當
せ
る
武 

肢
を
行
ふ

6

畏
れ
等
，の
も
；の
、は
商
七
十
ー
の
W

人
.組
.に
分

7*
2

れ
、各
階
級
は
四
十
六
歲
よ
り
六
十 

歲
に
：至
る

¥

長
者
及
び

*+
七

歲

よ

纟

四

：
十

六

：
歲

に

，
至

る
年
少

者
ぼ
成
る
呵
數
の
百
人
組
を 

有
す
る
。

前
者
は
市
府
；を

防

*

し
、後

者

は

戰

地

に

出

で

：、
戰
ふ
。
：
'各
隙
：級
に
於
け
る
百
人
組 

の
數
は
不
動
な

b

し
が
如
く
で
ぁ

る

が
、
?1
人
組
中
の
人
數
は
著
し
く
變
化
せ
さ
る
を
得
な
力 

つ
れ
。
西

人
組
の
數
は
騎
士
及
び
第

1

階
級
が

過
半
數
劳

し
く
は

約
過
半

數
を
占
め
ざ
る

を 

得

ざ
る
や
ぅ
に

#

列
せ

&

れ
れ
。
四

+

六
歲
よ
り
六
十
歲
に
至
る

A

々
は
十
七
歲
よ

b

四
十

第
十
七
餘
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1
丑
〇
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論

說

羅

思
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於
け
る
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會
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け
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と
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於
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渚
ど
共
に
古
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n
；

制
度
の

IB
®

こ 

？ 

ノ
，
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i

H

ニ

平
f

の
間
に
生
れ
さ

子
女

$

だ

M

y

』

く 
i

f

被
I

及
び
貴
族

/

民

は

又

蓬

市

の

膨

f

っ
て
漸
次

i

の

P

 

迅

' 

I

せ
ら

s 
i
:R
著
レ

く
補
給

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
？

な

;

r

パ

U

つ

て

y

M

I

を

f

!

で

！

^

f

 

r

s

l
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民
I
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鐵
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級
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:
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彼
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帘
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上
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西
人
組
：
：
：

：

：

：

.

.

.

.

.

.

.

.
:
:
:

1

九
三

其
の
盥
定
1
一
、〇
〇
o
ア
ス
に
達
ゼ
ざ
る
葙
ふ
リ
ー
個
の
西

人
紕
か
形
成
し
、普
通
軍
務
i
り
之
れ
か
免
除
す

.
:
:
:
.
.
'
一

瓦

人

紕

の

總

数

--
*九
四

デ
"イ
オ
，
シ
ア
ス
は
，

タ

グ
ィ
ア
ス
の
揭
げ
た
る
ア
ク
セ
ン
シ
を
除
&
て
西

九

十
三
の

W
 

人
組
を
擧
ぐ
。

'
彼
れ
は

;フ
■:ナ
ブ
：ヲ
を
第
二
階
級
ビ
共
に
、又
た
喇
叭
手
等

(

僅
'かに一一

「

西
人
組

」) 

を
第
四
階
級

^>

典
に
撤
き
、而
し
て
彼
れ
は
リ
、グ
ィ
ア
ス
が
格
外
に
置
け
る

W

人
組
ょ

K
V
一
 

個
の
第
六
階
級
を
構
成
す
る

b
'
M是
れ
等

i最
後
に
揭
げ

^

る
市

^

は「

»

民」(

俩
等
の

»

:*
»

( 

宿
す
る

Z
?

な
く
、犟
に
子
女

p
s
l
e
s

の
親
ビ
し
て
園
家
に
貢
献
す
る

^
、後
に
至
つ
て

1

ず 

五
西
ア
ス
以
下
に
考
定
せ
ら
れ
た
る
；資
産
，を
所
有
す
る
者
ど
看
做
さ
る

)

及
び

c
a
p
i
t
e

o
e
n
-

 

(

何
：等
の
資
產
な
く
成
け
市
良
ご
し
て
，0

其

o

M

o

a

p

c

t

m

^

i

つ

，て
：
の

み

：民勢
調

避

に

«

し 

ts
R

の

表

中

に
*

別

せ

ら
る

、
老)

ど
■
せ

ら

れ

气

初

め

でroletaril

と

capite 

c
e
n
s
i

ど
は
同 

1

の
'市
民

.に
對

.し
て
興
へ

「

ら
れ
.る
別
名
に
外
な
ら
な

か
つ

/a

の
で
ぁ
，る
が
、後
、彼
れ
煢
の
內 

辯
の

' 程
度
大
な
る
者
は
戰
.役
に
徵
せ

ら

れ
て
、

p
s
l
e
t
a
r
i
i

ど
呼
ば

れ
、而
し
て
全
然
例
等
の
資

‘ 
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十
七
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説
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第
t
雜

習

六
歲

'に
至
る
人
こ
比
し
に
必
然
少
數
で
ぁ
つ
た
に
拘
ら
ず
、之
れ
に
對
し
て

S

の
勢
力
を 

有
す
る
も
の
で
ぁ
つ
た
。
斯
ぐ
て

：

富
裕
者

;^
年
長
者
と
は
明
か
に
有
利
な
る

地位に

立
つ
た
，
 

柏
ほ
：大
工
、锻

H

等
1
靈

)

の
：耳
人
組

?

|

托
ま
震

)

、喇
叭
手
等

(
t
u
l
e
s

等)

及
び

賤

民

f

 

I

)

、
 

0

RI
人
組
が
合
せ

'てi

ハ(

.若
し

〜

ぼ
：五

)

齊
花
し
て
ゐ
る
。

W

人
組
の
總
數
は
九
十

PW(

若
し
く
は 

西
九
十
三

)

で 

^

A
M°
H
f
t
u
s
L
f
,

1
,
4
3
」
s
l
i
u
s
v
A
r
l
o
I
d
g
F
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v
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*

5
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、

被課税土泚财産め赍婼

.

.
W
.

人

組

武

段

防

フ
ア
ブ
リ

第
二
階
級 

策
三
階
級 
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四
階
級 

第
7£
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狨
角
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I
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：：

.

:

r
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,
G
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.C

即ち銅货一
 

1

ー
技
け
一
羅
拖
纣
度
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節

1
1 

/*
-
*を冷
t

r及
び
其
の
以
上

，
j

-無
..-
,

.

:
:

七
、

§
0
乃里

」

8
、§
0
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S
Q
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8ァス.
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00Q
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G
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九
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g
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C
T
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ufi
 
ニ 

シ
ア
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日
く
5
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^
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(

ス
ァ

年
l

u

+

m
ぼ
i

^ v ^ ，

f

完
全
な
ろ
武
i
r
w
'
l
一

ー
3

疆

| 

i

f

,

フ
ァ
ブ
リ
は
武
具
か
帶
ぴ
す
.

:前

1|
|

. 1「

|

及

屋

：：

I
I
、

一I

I

如の

}j 

I

及び刀劍

'

:
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'

:

一 

尨柑及ぴ鞞投桅

i 
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:
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石
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及
，
び
石
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其

無



士
の
十
，八
.

「

1-
1
人
組

」

及
び
第

f

階

，
級

の

八
：：

十
r

H
八
紙

」

並
び
に
職
人
の
一
奢
人
組
レ
が 

は
、九
十
三
に

#

す
る

I

H

の
多
數
と
爲
る
可
き
が
故
に
、其
の
«
案
は
決
定
せ
ら 

ざ
る
：
時
に
は
一

方
：が
少
く
と
も
九
十
七

「

西
人
組

」

の
投

_

を
確
：保
す
る
迄
，投
觀
は 

數
が
此
の
議
拿
に

.
提
出
せ
ら
れ
た
る
議
案
に

®

成
の
投
駕
を

tr
ふ

ビ

.

^

に

投

悪
 

つ：て
下
層
の
駱
階
級
は
：上
層
の

.：諸
階
鉍
が
：，

1
:致
を
挺
ざ
る
稀
有
の
場
合
に
^
て
 

る
も
の
で
あ
る
。
此
の
議
會

M

W
ち

c
o
l
a
,

 

c
l
d
a
t
a

で
あ
る

o
:.
西
人
組

議
會 

從
來
前
述
せ
る
部
族
議
，
に
ょ
っ
て
行
使
せ
ら
れ
.た
る
一
定
の
政
權
を
之
れ
に 

で
あ
る
。
之
れ
を
：召
集
す
る
の
權
：利
は
原
ビ
主
に
屬
し
て
居
つ
れ
。
百
人
組
遜
會
は
元
來

®
 

^

筏
會
な
し
：
が：
故

.：に
古
代
に
於
て
は
市
民
は
武
裝
し
て
之
，れ
に
出
描
し
れ
。

'

平
民
を
地

方
_

的
«

族(

郤
11
3

を
四

.禪
族
、地
方
を
十
六
を

'越
.ゅ
る
こ
と
な
か
る
可
き
不
確
定
數 

の
！
：

族
}に
分
割
せ
：る
も
の
も
サ

i

グ
ィ
ア
ス

•タ
リ
ア
ス

.で
あ
る
上
傅
へ
ら
れ
て
ゐ
る

#

|
 

政
時
代
に
至
つ
で

_

*
の
_

はーこ

+

五
に
增

加
..

し
た
。
羅
れ
等
の

«

放
は

.初
め
‘純
然
た
る
地
方 

的
純

.族
：的
問

題
0

みを

~討
_

し，
決班

V

し
た
。
彼
れ
等
の
集
會
は
王
政
時
代
に
在
つ
て
は
諸
種 

_

の
正
規
的
集
會
の
形
式
を
：：取
る(

こ
S
が
な
か
つ
た
。
這
般
の
分
割
は

實
際
上
の
便

宜
を
企「 

笫
十
卷

(
m
n
y

論
：
E

:
羅馬！_l

於
け
る
社
甚
爭
晶
富
想 

錤
九
^
-
、

.

ョ
七

1

致
す
る

11
S

 

れ
る
0

然
ら 

行
は
れ
、過
半 

は
止
む
。
從

」 

の
み
投
翦
す

- : 

の
創
設
者
は 

移
讓
し
2̂Q. 
I
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論
說
羅
馬
に
於
け
る
社
會

i

s
社
會
思
想 

M

i

H
六

產
を
有
せ
ざ
る
者
が

c
a

t

 

I

ビ
稱
せ
ら
る

V

に：至

.

つ
た
。
を
|

は
重
甲
裝
兵
の
隊
伍 

の
'

缺
隙
を
滿
す
が
爲
め
に
最
低
の
階
級
ょ
ぅ
徵
せ
ら
れ
、何
等
の
武
裝
を
も
施
さ
ず
し

て

、軍 

に
m

 

c

 

(

 

^

 

>

0

0

1
 

0
ま
、，に
て
軍
隊
に
從
ふ
も
の
で
あ
る
。

(

以
上
は

主
ビ
し
て
 W

/
 A

.

 

Hunter,; A

 

Systematic 

and 

Historical 

Exposition 

of 

R
o目n

 L
a
w

 in 

the 

o
a
e
r

 

o
f a 

c
l
, 

I

I

.
 

b
y
j

 
ぐ As

h
t
o
n

 

c

l
 

2n
d
,
e
d
,

 

i

,
 

p
*'
:
9
•

に
據
り
、他
書
を
參
照
し
て

_

足
ノ
せ
る
も
の
で
あ
る

)

。
 

.

*

 

く
の
如

く

し

て

構
成

せ

ら
れ

た
る

陸
軍
：
I

は
終
に
國

.

民
議
會
£
し
て

行
動
す

る
 

に
至
つ
た
。
投
璩
は
百
人
細
に

51
つ
て
行
は
れ
た
。
即
.ち

各
百
人
組
：は
各
|々
ー
絜
を
货
ず
る 

も
の
：で
あ
つ

た

此
の
.投
惡
は
前
以
て
敁
人

®
の
內
部

R
於

て
行
は

る
ゝ
役

葉(

最
初
は
公
雜 

行
は
れ

>
 
の
で
あ
る
が
、後
に
は
投
翦
衣
を
用
ひ
た

)

(:
ょ
つ
て
決
せ
ら
れ
る
。

古
代

の
戰
爭
に

!'
:, 

於
て

it
先
き
に
合
戰
を
開
始
す
る
の
習
で
あ
つ
た
騎
士
は

先
づ

元
老
院
議
員

ビ
共
に
投
舉
を
：
 

_

始
す
る
か
故
に
、其
の
十
八

「

'&
'

人
組

」

は

p
s
r
o
g
l
3£

ビ
稱
せ
ら
れ
る
。
：彼
れ
等
の
投
隳
の
結 

果
は
卯
時
に
發
表
せ
ら
れ
、而
し
て

.之
れ
に
次

.い
で
投
票

ir
行
ふ
も
の
：に
：對
し
て
豫
示

€
_爲
る
；
 

を
以
て
通
例
決
定
的

Q

I

で

あ

つ
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は
ヂ
箏
に
隸
風
の

■

境
«

に
陷

K

漸
次
：貴

.

族
'

の
，債
務
者
と
爲
つ
れ
。

偾

.：

權
法
は
荷
陴
で
あ
り
汗 

子
は
高
步
で
あ
つ

^

。
平
民

.

は
：政
權
、姝

g

國
有
她
の
配
分
を
要
求
し
た
。

■
.

國
有
地
也
本
來
共

;:
:
 

同
財
跪
の
遺
物
た
り

■

し
も
の
で
あ
一
る

:

が
、後
ド
绝
：つ

':

て
は
公
布
地
と
變

'

じ

た
る

被
征
服

.

領
土
か
：
 

ら
成
立
し
れ
。
笫
六
世
紀
の
初
め
，に
於
：て
：古
來

0

同
族
的
狀
態
は
釋
し
く
分
裂
を
來

I

、貴族 

は「

王」

を
廢
止
し
て
貴
族
：の
：共
和
國
：を
创
設

k

彼
れ
等
の
中
に
在

6

て
最
も
舉
越
せ
る
も
の
は 

猶
I

の
手
中
に
殘

#

せ
る
總
べ
七
の
權
カ
窗
己
に
僧
取
し

I

稱
せ
ら
れ
て
ゐ
る
■
而ぃ
 

も
此
の

.

革
命
の
原
因
及
び

.

經
過
.

に
就
い
セ
は

®

人
は
何
等
媢
賴
す
可
き
記

■

を
荷
し
て
居
な
.

」 

い

？
::
恐

ら

く I

政
i

 

>

1

る
霊
を
來
し
れ
る
論
ず
し
て
、寧
ろ
渾
沌
不
宠
な 

る
球
W

政
治
の

4

'.

定
の
'

時
期
を
通
じ

v

確
®

せ
る
形
態
に
移
れ
：る：

^

の
で
あ
ら
ぅ
。
而
も
其 

の
霞
接
の
結

*
V
,

し
て
權
力
が

'

*

ら
货
族
の
手
中
に
桮
る
に
至
れ
る
こ
ビ
は
吸

G

て
あ
る 

:

平
民
は
國
家
の
官
職
に
擧

f

 

S

し
く
は
其
の
榮
典
に
格
す
る
の
資
格
を
全
然
冶
す
る
チ 

と
が
な
か
つ
れ
。
彼
れ
等
；

I

#

の
保
誰
を
受
く
る

I
 

I

 

く、
K

S

の
知
識
を
す
ら
敷
へ 

ら
る
、
こ
と
が
な
炉

I

。
彼
れ
等
は
正
當
に
貴
族

S

結
娘
す
る
こ

.

5

が
出
來
な
か
つ
た
。

:

彼
れ
等
は
叉
れ
事
實
上
食
人
組
：の
集
會
に
於
て
舸

 ̂

€
が
な
か
つ
れ 

し
第

” 

I
 

(

m

s〕

論

.;
'
'ft
-
:
- 

.第九

f

:

: 

f



ぃ
笫
十
七
卷

(
一

五
一
ニ)

論

說

琵
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闺
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ド
ニ
：
：

.
第
九
，

H
.
V 

M

.
f

の
で
あ
つ
て

£

力
平
央
供
献
場
の
岡

«

に
集
れ
る
舊
時
の

.宗
敎
的
配

.1：
こ
^
5 

.
に
至
；
つ
た
。(

H
l
r
,

 

op. 

a
t
v
p
. 
1
0.
0

ィ

;一 

氏

族
的
.原
則

の
‘上
に
紐

織
せ
ら
れ
た
る
部
族
議

#

は
依
然

ビ

し
て

其

の
存
在
を
保
っ

r
古 

:一り

た
が
、其

£

限
は

「

宗
敎

|

 

:
認

.せ

ら
れ

.た
る
一
定
の
儀
式
を

f

る
と

£

は
ざ
る
打

1 ,
/
.
-

 

I

S

 V
:

は
百
人
組
議
會

に
?

て

行
っ
た

;0
W

人

組
議
會
は
家
族
若
し

く

は
成

?

f j 

に
#

す
し
て
、貴
族
：と
平

f

が
_M

產
.の':査

®

に
ょ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
？

获
し
く 

配
列

せ
ら
れ

！

1

に
服
す

可

I

地
I

議

i

る
。

然
し

n

權
能 

一は
A

し
く
 

ニ 
S

S

於
て

S

に
；制
限
せ
ら
れ

て
.房
っ
た
。

第

1

に
常
道
ビ

し
て

ユ
如
M

 

な

る

法
案

ど
胡
も

元
老

K

の
許
可
な

く
し
て

之
れ
に
提
出
せ

ら
る
可
さ
も
の
で
は

な

加
つ

2
0 

第
二
に

其

の
通
過
せ
る
如
何
な

.■る
法
案

I

I

謙

S

寧
ろ

元
老

I

ょ 

つ
て
許
可
せ
ら
る
べ
ま
で
は
法

f

爲

る

こ

と

へ

が

な

か

写

貴

族

S

の

®

は

®

li
.
l長
く

貴
族』

其
の
政

.權
に
援
解
せ
ら
れ

..て
國
有
地

f
 PUSCUS)

の
大
部
分
を
悅
用
し
た
。

平
愛

>

{
i



、
に
至

h

v

普
通
の
犯
罪
：は通
常

*

の
鎏
眞

.

に
i

ク
て
取
扱
は
れ
れ
。
而
し

1 :

共
澉
政
盼
代
ジ

f

 

期
に
至

』

、殊

^

^
 

0

0

. ̂

n. 

 ̂

s
#

f
t 

 ̂

®
 

p

^

m
 

t
 

^

^

 

^

に
特
殊
の

觉
歡 

委

l
(

q
l

s
s

t
i

o
n

e
s

 

P
e
r
p
e
t
u
s
e
)

.

が
組
成
せ
ら
れ
て
後
は
百
人
組
議
會
の

j

r

法
が
集
會

t

扒

て

»

 

有

ビ
爲
つ
た

)

。丨
f

は
言

4

官
及
び
元
老

「

院
に
ょ
..
つ
て
行
は
れ
た
る
貴
族
政
治
の
實
力
は 

何
等
獨
立
の
法
律
的

.
基
■
を
有
す
る
に
非
す

し
，
て，常
に
人
民
の
意

^

に
依
賴
し
て
居

9

た
1

ビ
 

3

人
組
議
會
は

_

^ :

全
入
段
を
抱
擁
す
る
も
の
で
ぁ
つ
穴
。，
而
も
斯
く
の
如
く

 

|

見
政
治
的 

平
等
の

»

ぁ
る
に
も
：拘
ら
中
、實
權
は
貴
族
に
存
し
て

.
居
つ
た
。
爾
後
一
世
紀
半
の
間
に

r

人 

組
.
議：：
會
に
附

_

せ
ら
れ

/ 2
.'
:

る
：法
案
は

#

族
若
し
く
は
元
老
院
の
是
鄭
を
受
：く
る

乙

^
な
く
し 

.

.
C
:
.法：̂

と
爲
る

.

こ
.

と
.
.
.| :

得

V
■'力

..0
 

^

,:
王
の
權
カ
は
幾
分
の
變
化
を
以
て

年

々
選
擧
せ
ら
る

>

ニ
人
の
聯
立
執
政
官
に
歸
し
れ
。
 

(

執
攻
官
は
紀
元
前
哗
西
四
十
九

.年
に

_

る
爻
で
は

g

i
fr
⑺

€
0

せ
ら
れ
す
し
て

、pr
s
o
r
e
s

 

X 

_
:ダ
れ
て

?0
)

^
:0
其
の

_

擧

_

百
人
：組
議
會

^

ょ
つ
て
行
は
、
れ
の
で
め
る
が
、單に
.貴
族
の 

み」

が
之
れ
に
對
し
て
被
遝
資
格
を
有
し

V

.K
つ
た
。
紀
元
前
三

耳
六
+
六
年
に

至
る

ま
で
、執 

政
ぎ
は
，常
に
貴
族
，でぁ
つ
た
。：

「
丨

疋

び

僧
主
政
治
に
復
歸
す
る
を
防
護
す
る
が
爲
め

に
、彼 

第
す
七
装
' a

5
m

論

：
踩
羅
馬
じ
於
け
る
社
會
_
爭
ミ
社
窟
想

 

：

奨

挪

S
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說
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馬

に

於

け

る

社

會

摩

と

社

直

想 

.
第

九

ぶ
.

J
) 

革
命
は

m

に
被
れ
等
を

し
て
自
己
の
有
す
る

力
を

感
知
す
る
を
得
せ
し
め
、彼
れ
等
に
政
治
的 

敎
訓

I

ふ

1

®
圓
內

に

於
て
の
み
鹿

接
に
彼
れ

等

の

H

つ

た
に
過

|

か
つ
た
。
 

(

>-
只

。?
n
^
J 

V 

称
後

1
|

世
紀
間
羅
馬
の
憲

®c
的
發

達
は
主
ビ
し
て
政
#
に
對
す
る 

貴
族

I

び
平
民
間
の

I

に
依

'る
I

で
ぁ
る

:0
而
し

i

 Q

究
極
の
結

s

 

S

等
の
兩 

階
級
が

s
 

w
 

 ̂

0
.
M 

 ̂

^
 

&
 

^

上
の
其
れ
に
於
て
も
完
全
な
る

5

を 

享

有
し

て
單
广

な
る
：
羅
德
市

民
と
成
れ
る
乙
と
で
あ
る
。

I

f

 
>

1

1
 

3

D

g

t
 

> H
I
S
I

賽

 

p, 

i

る
も
の
は
貴
族
の
；執
政
官

f

平

民

：.
の

護

民

官

と

の

ニ

元

的

對

立であつ

た

。
 

丨

 

■!
.
王

權

の

崩

潰̂

共

に
k

A
粗

：議

章

は

琴

內

ー

：の

主

.權
を
拿
振
す

(

る

：,

至
つた。

上
級
の
提
官
ヘ 

(

3

I

I

S
 

I

I
树

ち

執

.
政

會f

量

®

察
官

1

び
拳

行f
o
r
e
s
)

を
選
任
し
、執

政 

官
を
嚴
し
て
間
接
に
.元
幸
院
を
選
任

k

元
老
院
の
：協
贊
を
經
て
上
級
長
官
の
提
出
せ
る

A

律
：
 

を
通
過
し
、元
走
院
の
協
養
を
經
て
執
政
官
の
提
出
せ
る
攻
擊
的

の
：宣
戰
を
議
定

し
、
肋
し
で
判
：；
 

決
に
列
席
せ
る
長
官
の
宣
吿
に
對
し
て
人
民
忙
控
訴
す
る
こ
ど
を
許

3

れ
た
る
一
切
の
重
大 

な
る
裁
#
の

牛
決
を
下
し
た
。
論
般
の
入
民
裁
判
權
は
權
次
政
治
：土
の
裁
判
に
限
逛
せ
ら
る



.

初
め
て
總
統
の
任
命
せ
ら
，れ
た
る

1'
1

紀
元
前
五
西
〇

一

年
の

乙

ビ
で
ぁ
つ
た
。
總

M

は
六 

ヶ
丹
を
最
長
の
任

.

期
：w

し
て
"

絕
-

對
權
：を
赋
與
せ
ら
れ
た
。
總
桃
は

.

.co
n
s
u
l
a
r
e
s:

即
ち

曾
つ
て
執 

政
官

'

の
職
を
奉
じ

「

た
る
，人

「

：々
.

中
一
よ
々
選
ば
る
、：

を

常
f

ず

る
,

紀
元
前
三

B f

五
十
六
年

^

 

で
は
一

.

の
平
说
も
執

„

政
官
.に
選
任
せ
ら
る
、
こ
ビ
が
な
か
つ
た
。
彼
れ
は
常
に
一
の
特
殊

#

 

し
く
ば

特
殊

化

せ‘ら
れ
た
る
目
的
の
爲
め
に
任
命
せ
ら
る

、

も
の
で
ぁ

0

て、興
の
目
的
の
遂 

行
ど
共
に
彼
れ
は

.其
：：

の
a

を
去
つ
た

。

' 

總
統
の
職
が
行
ぬ
れ
ざ
る
に
至
つ

て
後
は

.執
政
官
の 

權
カ
は

ff
i

大
な
る
危
機
：に
際
し
て
は
元
老
院
の
特
殊
の
指
令
に
よ
つ
て
總
統
の
權
威
に
等
し 

き
も
の
：ビ
爲
つ
た
。
彼
：れ
等
ば
行
政

'

部
を
指
拠
し
た
。

彼
れ
：等
は
直
接
.若
し
く
は
問
接
に

貴 

族
及
び
平
民
に
對
し
七
等
し
く
民
事
上
及
び
袖
事
上

_

の
.

双
判
を

«

つ
为
。:唯
だ
軍

大
な
る

裁 

剑
に
在
つ
て
は
平
車
は
執
政
.官

K
よ
つ
て
審
問
せ

爿

れ

た
る
も

*
族
：は
西
人
鈕
議
會
に
於
て 

:

裁
：判
せ
ら
'る

> :

の
'_

違
が
ぁ
つ
：た
。

°

而
も
ー
平
议
は
執
政
官
の
判
決
に
對
し
控
訴
す
を
の
*
利 

を
有
し
て

M
つ
れ
。

::
:

而
し
て
後
に
至
つ
て
誰
民
宫

(
t
r
i
b
u
n
i

 

p
k

b
i

s)

は
彼
れ
等
の
爲
め
に
干
涉
す 

る
こ
ヒ
が
出
來
た

。

'

:;
:

:

:

:

:

丰
政
時

.代
に
は
王
に
よ
つ

V
任
命
せ
ら
れ
た
る
殺
人
犯
檢

.察
官

(qu restores paricidii }

ど
稱
せ

雜
十
七
潘
ハ
ー
五
一

.七〕
f

魏

羅
馬
I:
於
け
る
社
贫
蹦
爭
と
社
#
思

想

、 

第
九
虢 

四三
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六〕
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論
：
說
羅
跟
に
於

^

社
嘉
爭
，

-社

.#
思想：

 

第

九

號

i
 

.
れ

S

®

に
と
年
間
の
み

5

職
を
執
つ
た

。

而
し
て

|

,

は
军
高
の
.權
カ
を
有
す
る
名
の 

で
あ
る
ヵ
留
れ
の

*

も
其
の
同
僚
の
意
志
に
反
し
て
取

»

に
行
動
す
る

乙

ビ

を
#
な
か
つ
た 

時
の
經
過
と
：共

.
S

政
食
本
來
の
職
能
の
多
數
は
做
の
官
班
に
分
配
甘
ら
れ
、又
た
平
民

0

ff
i 

へ
カ
增
加
に
ょ
つ
：

T

削
減

f

れ
た
ド

_

「

敎
長

f
 

f

I

I
 

 ̂

« 

 ̂

0

官
皮

f

證

讀

恭

し

ぐ

は

rex 

S

I

C

I
に

移
，つ；た

此
0

宜
进
は
 

'

1

切
の
政
治
：上

;:
の
職
務
に
就

く

乙

ど
は
勿

i

衆
に

^
つ
て
放
說
す 

る，こ

ビ
を
す
ら
許
さ
れ
：ざ
る

I

で：あ
る
。

.

然
し
な
が
ら
斯
ぐ
：の
如
き
は
決
し
て
執
政

I

 

屬
：す
る

榄

力
の
2

:

:

で
■

か

つ

お

？

^

は

常

に

彼

れ

等

が

國

家

S

り
て
眞
の
利
益 

f

-:
^
ぐ
ず
る
所
の
も
の
に

f
し
て
宗
敎
を
從

S

せ
し
む
る

乙

ビ
を
得
た
の

で
あ
る
。

而

V 

僧
職
.

の
紅
命
は
，執
政
官
の
：權
內
に
存
す
る
こ
と
が
な
か
つ

^

に
關

し
て
：は 

國
家
を
代
.表

し

た
が
總
ベ
て
其

0
協
商
は
元
老

院
の
裁
可
を

必

要
と
し

た
。

執
政

&

は
式
炻 

上
I

の
權
力
を
授
け

I

て
I

た
。
彼
れ
等

I

到

#:
^

ビ

し
て
ば
元

S

I

 

^
 

I
ミ
ッ
シ
ァ
を
召
集

I
、其
の
會
：議
の
議
挺
と

V

爲
：り
減
の

a
擧
及
び
立
法
を
管
理
す
る
。
：彼
ょ
ザ 

-
又
た
危
急
の
事
變

|:
際
し

^
統(

玲

8
ぎ)

を
任
：命
し
、兵
士
の
徵
募
を
行
づ
た
ゃ
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J
I

義
務
で
あ
つ
れ

o

太
利
®

の
征
服
以
後
，紀
，元
前
一
一
百
六
ナ
七
部
に

3 1

、ち
に
四
名
の
檢
察
官 

の
任
命

.を
挺
た
る
が
、總
統
ス

，
ruci

u
s

 

Cornelius 

sdlla)

は
其
の
歡
を
二
十
に
增
加
し
れ
。

:

何
ほ
紀
元
前
四
脊
四
十
四
，

.

年
を
以
で
、五
：年

.
每
に
行
は
る
、
民
勢
，調
'避
を

管
理
す

る
の
事
務 

は
■
執
'

政
官
に
代
つ
て

®

察
食

(

前
®

c
e

i
r

e
s

)

の
I

行
ふ
所

ビ
爲
つ
れ
。

:.
:
®
察
官
の
職
は
同
一
の
人 

物
に

ょ
つ

て
僅
'か
に
 

一
1H
]
の
み
泰
せ
ら
る
、

を
得
る
に

過
ぎ
な
：か
つ
れ
。

此
の
職

も

初
め
は 

貴
族
に
：限
ら
れ

y

居
っ
.

'/
2

が、紀：元
前
三
百
五
十
一
部
に
平
民
に
對
し
て
開
放
せ

ら
れ
，而
し
て 

三
：百
三
十
九
年
以
：後

1 :

於
て
は
丼
の

1

A

は
必
中
平
民
た
る
可
き

乙
と

を
法
定
せ

ら
れ
た
。

：
 

彼
れ
等
は
曾

つ
て
；
執
政
官
た

り
し
.者
ょ
り

選
出
せ
ら

る
:

、

の
常
で

あ
つ
た
。

(

斯
く
て

執
政
官 

の
職
は
國
家
の
最
高
の
宵
職

に
非
す
ビ
す
る

.も
、少
く
ど
も

美
進
の
權
梯
に
於
け

る

最
高
の
階 

段
ビ
'

看
.

做
3

れ
'

た
の
'

で
あ
る

^

其
の
期
間
は

 ̂

に
十
八
ヶ
月
ど
定
め
ら
れ
た
が 

'
i

定
の
目
的
の
爲
め
に
延
長
せ
ら
る
、
こ

と
が

出

來
れ
。
彼
れ
等

の

任
務
は
民
勢
の

».
喪
を 

行

a
、新
た
な
る
市
民
.の
一
覽
表
を
作
製
す

る
.軍
純
な

る
行
爲
か
ら
，次

第
に
破
大
せ
ら
れ
て
極 

:

め
て
®
要
な

る

幾
多
の
義
務
を
包
念
す
る
に
至
つ
た

.0

典
の
內
に
在
：つ
て
特
に
.注
意
す
可
き 

も
0

は
行
狀
の

1

般
.

的
&

督
?

0 >
2

.

3

3
 m

o
r

u
m

)

で：あ
る
。
是
れ
に
由
つ
て
彼
れ
等
は
何
等
法

#
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ら
れ
た
る
ニ
名
の
宮
炎
が
あ
つ

•て
、死
罪
に
値
す
る
刑
事
上
の
犯
罪
嫌
疑
者
を
搜
査
し
た
.の
で 

あ
る
力

共
®

政
時

ft
に
道
入
っ
て
か
ら
、彼
れ
等
は
執
政
官
の
爲
め
に
.同
一
の
職
務
を
遂
行
す 

:

る
が
爲
め
に
年
々
：：彼
れ
に
よ
っ
て
選
任
せ
ら
れ
た
。
刑
事
上
の
司
法
«
が
西
人
龃
議
曾
の
手 

'に

®
:し
た
時
、檢
察
宵
ば
セ
タ
ー
ナ
ス

f

 IU
S
)

 

0

の
殿
堂

K

於
け
る
國
庫

(

i

r
s-
m s

a
t
i
)

の

：
 

管
理
を
行
ふ
に

M

 

0
:/2
。
彼
れ
辭
は
彼
：れ
等
が
凡
仑
紀
元
前
四
百
四
十
七
年
の
交
に
於
て
執 

政
官
を
議
長
く
せ
る

®

族
議
會

o
o
s
m
a 

t
r
i
b
i

に
於
て
選
出
せ
ら
：れ

/2
る
時
、公
認
の
宫
班
と 

爲
っ
た

°

四
西
ニ
十
ー
へ
年
に
迮
っ
て
：彼
れ
等
の
數
は
二
倍
ど
爲
り
、平
民
は
ネ
れ
に
對
す
る
被 

任
權
を

典

へ，ら
れ
た

：

が
、彼
れ
等
は
十
二
：年

以
後

に
庚
る
ま
で
は
之
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
な 

か
っ
た
。
四
名
の
檢
察
官
は
其
の
職
務
を
ニ
分

_

、ニ
名
は
國

g

の
長
官

(
q
u
s
e
s
t
o
r
e
s

 

s
r

a
r

f

し 

K

市
內
に

i h

ま
り

(

是
ー
に
於
て
乎

、

q
l

t
o

r
e

s

 

u
r

b
a

n
i

'

ご
稱
せ
ら
る

)

、他
の
ニ
名
は
靱
用
金
庫
を

f

 

通
す
る
が
爲
め
に
出
征
.に
蜂
し
て
執
政
官
に

從

っ
た
。
國
家
正
規
の
脒
入
祖
稅
及
び
關
稅

)

並 

び
に
.

：£

時
の
收
入
研
金

•

戰
稅
、及
び
分
捕
品
賣
揚
高

)
を
徵
收
す
る
の
み
な
ら

•

す
、元
老
院
に
よ
っ 

て
特
に
許
可
せ
ら
れ
た
る
場
合
の

.

外
、執
政
官
に
對
し
て
行
ふ
を
得
ざ
る
支
拂
を
行
ひ
、̂
の
責 

i
仃
の
：下
に
特
杌

0

隹

0 

(
s

c
d

b
l
U

よ

っ
て
行
は
る
、
收
支
の
計
算
を
管
理
す
る
は
前
ニ
者
の



I
j V

ぞ

l

K

.宫

の

否
認
權

w

の
友

»
:;
ビ
受
け
れ
。

:
第
一
は
厳

商
の

.
入
札
翁
に
對

す
る

公
布

0
及
び

粗
桃
の
貨
出
、®?
一
一
は
國
家
に 

し
金
の
受
輝
•

(

楚
れ
等
兩
者
の

ょ
づ
て
支
拂
は
る
；可
.き
作
業
に
對
す
る
最
低
入
札
考
ょ
り
の
差 

®

合
に
於
て
其
、の
期
間
は
五
ケ

^
.に
.限
ら
る
：

)

、第
三
は
公
建
築
及 

び
土
地
、殿
堂
，橋
梁
、下
水
道
、水

—

道
、街
路
、記
念
碑
其
の
他
の
'建
設
及
び
維
持
の
監
瞥
が
是
れ
で

ぁ 

る
':
0

紀
元
前
西
六
十
七
年
以
後
に
於
て
雛

^

市
民
は
一
切
の
課
税
ょ
ぅ
免
除
せ
ら
れ
、而
し
て 

メ
タ
ア
ス

0
&

53
\

1̂
1

の
時
代
：以
後
、兵
役
の
義
務
は
一
般
ビ
爲
り
、愛
に
監
察
官
職
は

ic
の
本 

來
の
目
的
た
る

S

勢
調

®

が
殆
ん
ど
：不
，必
要

V

爲
り
し
が
爲
め
に
冗
職
孓
爲
る
に
免
つ
た
。
 

ス
ラ
は

®

察
官
が
私
行
に
千
涉
す
る

9

權
を
有
す
る
が
爲
め
に
之
れ
を
嫌
惡
し
、其
の
紀
元
前 

八
十

' 1

年
の
患
法
に
於
て
形
式
上
之
れ
を
廢
止
す
る
こ
ど
な

か

，

し
も
^
！
實

上

不

用

に

歸

せ 

し
''
'
'め
た
の
で
ぁ
る
。
'而
も
そ
は
紀
元
前
七

十
部
、
大

。ホ
ン
ぺ
ィ
ア
ス

0.

3

 

p
o
m
p
e
i
u
s

 

M
a
g
n
u
s
)

及 

び
ク
ラ
サ

ス
パM

a
r
s
s
/
u
c
i
n
i
u
s

 

c
r
a
s
s
s

 

Dives)

の
執
：政
官

■;
.

奉
f t

職
の
設
餺
と
共
に
執

'

政
官
-

の
司
法
權

.
行
使
は
殆
ん
ど
休
止
ず
る
に
兎
つ
た
。
即
ち
郯 

元
前

H

W
六
ナ
セ

¥
の
：L

e
g

e
s

 
L

i
e

f

の
一
を
以
て
.強制
的
に
平
民
を
し
て
執
政
食
職
に
就
く 

を
：得
せ
し
む
る
と
共
；に
、貴
族
ば
：復
た

一

定
の
執
政
官
の
職
分
を
保
留
し
.て
貴
族
の
官
史
の
み 

:
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泡
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上
の
刑
_
の
存
せ
ざ

：

る、思
料
し
得
可
き
！切
の
罪
過
に
對
し

' 

て、典
の
地
位
を
願
み
る
こ
す
な 

C

炎
何
な
る
市
民
に
免
罪
名
を
付
す
る
の
權
力
を
有
し
て
居
つ
た
。
斯
ぐ
の
如
き

罪
過
は
家 

r

を
修
，
め
さ
る
こ
ど
、*

身
子
女

.

の
敎
育
，を
過
ぅ
、游
し
く
は
之
れ
を
處
待
す
る
こ
ど
、奴
隸
及
び 

被
證
民
に
對
し
て
不
當
に
费
酷
な
る
こ

<

不
規
則
な
る
生
活
、職
權

.

の
濫
用
、不
敬
神
、偽
替
等
で 

■

あ
.

る
.
.
.
.
.

, v
.

ぐ
？
炎
.

：き
5 -
-
.
.人
：，.
は
.
降
.

.

#

を
.
以
て
rf
r
s l

せ
.
£

.

る

、
.こ
ン
し
が
出
：來

1 2
.

-

即
ち
撒
察

“

は
^

 

く
の

如
き

罪
過
を
犯
，せ
る
考
を
元
老
院
若
し
く
は
騎
士
階
級

(ordo 

e
q
u
e
s
t
e
r
T

り
.放
逐
し
噠
し

「 

く
，
は
彼
れ

を

一
の
地
方
稱
族

i

s
之
れ
に
比
し

て
卑
賤
な
る
都
市
の

秫
族
に

移
し
、斯
く
て
又 

力
其
；
の
投
恶
權

：を
：減
殺
：し
、若

し

く

は

又

た

全

然

彼

れ
.を
.種
族
ょ
>

放
逐
：レ
、斯

く

て
又
た
全
然 

其

の
投

M
權
を
剝
奪
す
る
べ

こへ
と
を
得
た

の
•で

あ

る

。
.，.

此

の

最

«

の

刑

■

は

附

加

的

課
稅
の
形 

態
に
於
け
る
罰
金
マ
に
：：ょ
つ
；；て

伴

：は
；る

く

乙

气

か

出

來

た

。

愍
：察

官

ゅ

又

た

淳

樸

な

る

古

；代
羅 

馬

0
,
風

俗

を

，脅

：
か

す

，常

行

、
例

へ

ば

^

し
て
戒
告
を
發
す
る
の

權
カ

，
有̂
し
て
吾
つ
れ
。
 

是
れ

.
_の
^
吿

は
：
法

#
上
：の

效
.力

を
有
せ
ざ
る
も
の
で
あ

つ
た

が
、其
の
違
背
は
次
ぎ
の
®
察 

、

に
ょ
つ
て
處
罰
せ
ら
.
.れ
捧
る
.，の

で

念

3|
:
の
他
、你
ほ
歡
察
官
に
属
せ
る
一
定
の
任
務
が 

あ
つ
てv

彼
れ
等
は
之
れ
^
合
宜
に
遂
ハ
れ
す
る
の
®
任
を
人
段
に
對
し
て
負
ひ
、元
老
院
の
嘈
嘬



等
ニ
名
の
奉
行
は
ツ
、
ソ
ァ
及
び
サ
グ
デ
ィ

 

ー1

ァ
に
赴
い

:1
:

之
れ
を
治
ひ
る
こ
と
、
爲
っ
た
。
 

紀
元
前
丙
九
十
七
银
に
は
逛
ら
に
ニ
名
を
加
：

ぐ
て、西
班
牙
の
ニ
州
を
管
理
せ
し
む

る

こ

ど

、 

爲
り
た
。

.

ニ
名
の

f t

國
奉
行
は
抽
籤
に
ょ

.

っ
，て
谷
自
の
管
晬
を
定
ひ
：る

.

の
常
で
あ
っ
た
が
、元 

老
院
は
腿
令
其
の
裁
斷
を
以
て
總
べ
て
の
舉
行
營

®

を
配
分
し
た
。

町
.舉
行
は
常
に
最
高
ノ
の 

『

當
6

籤」

と
思
料
せ
ら
れ
た
。

元
前
百
四
十
四
年
、

「

定
；の
犯
入

4 :
»

す
る
常
^
刑
事
裁
判 

所
f

 s
t

o *n
e
s

 

p
e
r
p
e
t
u

異

の
設
立
以
後
幾
許
も
な
く
し
て

»

ベ
.

て
の
：舉
.行
は
悉

く

其
の
伍
細

間 

羅
啦
に
滯
在
し
、其
の

一
一
名
は
民

.

事
裁
.

判
：所
、他
は
刑
事
裁
判
所
の
長
ビ
爲
っ
た
。

舉
行
は
#:年 

百
：入
紙
議
會
に

:'
1

っ
て
選
出
：せ
ら
れ
作
。
彼

^

等
は
執
政
官
の
次
位
に
立
っ
も
の
で
あ
っ
た
。

::
:
:
元
走
院
は
長
く
純
乎

^

:

る
貴
.

族
的
團
：體
ビ
し
て
稃
續
し
た
。

'.
:
:
:共
和
政
の
；建
設
以
後
ー
：埤
紀 

を
：經
.
過
す
る
も
猶
ほ
吾
八
は
元
老
院
中
に
ー
十
個
の

^

艮
を
も
看
出
す
：こ
ビ
が
出
來
な
か
っ
た
。
 

元
老
院
は
何
等

»

立
の
立
法
若
し
く
は
執
行
の
權
ゼ
有
す

る

こ
と
な
ぐ
域
に
執
政
営
に
ょ
っ 

て
' 

任
命
せ
ら
れ

、召
：：

集
；せ
ら
れ
、又
た
司
會
せ
ら
る
、
諮

g

機
闕
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
執
政
官
が 

之
れ
に
諮
詢
す

’

る
を
：以
て
適
當

^

思
惟
し
た
る
時
に
‘元
老
院
は
之
れ
に
答
申
を
行
ふ
も
の
で 

あ
っ
て
、彼
れ
等
の
行
；動
を
抑
制
，す
可

§

何
等
正
式
の
手
段
を
有
せ
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
而

第
十

七

盤

C
1
M
U
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魏
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於け

社̂
愈
關
爭
ミ
秕
嗡
涊
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に
ょ
つ
て
之
れ
を
遂
行
せ
し
め
た

0

奉
行
職
及
び
上
級
造
營
司

(aediles 

i
l
e
s
)

が
是
れ
で
あ
る
，

 

從

o

て
奉
行
職

'は
，
.初
め
貴

I族
の
爲
め
に
保
留
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、早
く
三

w

H
十
七
年
に 

於
.て
平
民
の
職
：ミ
爲
へ
つ
れ
。：
貴
族
が
次
第
に
平
民
ビ
典
の
權
ヵ
及
び
特
權
を
分
つ
の
巳
ひ
な 

き
に
至

.

.つ
た
時
、彼
れ
等
は
：必
死

^̂
 ̂

同
法
の
獨
占
的
支
配
を
維
持
せ
ん
と
し
た
。

而 

も
、是

.V

に
至

0

て
貴

'族
：最
後
の
：要
塞
も
；終
に
陷
つ
た
の

.で
あ
る
。

凡
を

'S'
ニ
十
五

^

の
間
、舉
行 

は
：唯
だ

I

人
の
み
：で
あ
つ

.た
が
、人
口
の
增
*
、司
法
事
務
の
膨
脹
及
び
法
律
上

外
國
人
を

承
認 

す
る

‘の：必
要
に
由
つ
て
紀
元
前
ニ
百
四
十
七
年
を
以
て
第
ニ
の
窣
行
の
任
命
を
見
る
に
至
つ 

た

。

嚼

來

の

奉

：行

，は
.今

.や

市
.民

：：相

互

間

；
の

訴
.訟
を

.聽
く

「

に
：至
つ
て
、叮

奉

行

官

避

 

し
く
は

urbls)

と
呼
，
W

れ
、市
部
を

'以
，て

if
tt
M

M

f

j

d

i

c

t

o*)

ビ

す
る
も
の
ど
看
做
さ
れ
た
。
新 

奉
レ
ィ
、は

甘

民

ビ

外

國

人

(Inter

o.
v
e
s 

et 

peregrinos)

及
び
外
國

人
相

$|
rl
.

i

l

3*
?

 p
e
r
e
g
r
i
n
o
s
)

の
訴

®
 

を
密

.理

.し
、外

國

.を
以
て
管
«
區
域
ご
す
る
も
や
ヒ
看
做

3
れ
、外
國
人
間

.の
奉
行

(
p
n
r

 

i
l
r

 

P
e
r
e
g
n
n
o
s
)

港

し

く

は

ヴ

エ

ス

ベ

ジ

エ

ー

ヌ

ス

皇

帝
(Titus 

Flavius 

Sabinus 

Vespasiaiius 
一
.^
代

以

後 

に

至

り
て
は
外

國
奉
行

(p「Btor p
e
r
e
g
r
i
n
s
)

ビ
稱
せ

ら

れ
た
が
、彼
れ
も
亦
た
市
部
に
论
て
其
の 

職
務
を
行
つ
た
。
早
く
紙
に
一

1

¥ 1
1

一
十
七

.

年
に
於
て
其
の
數
は
更
ら
に
一
一
名
を
咐
加
し
-楚
れ

1

. 
ニu*̂
.

』

^
爆̂
^
^
薇



r r

く
の
如
ぐ

^

民
が
久
し
き
に

瓦
..

つ
て
諸
長
官
職
に
就

(

の
資
格
を
有
せ
ざ
り
し
間
に
、彼
 

れ
等
は
貴
族
階
級
の
排
他
的
組
織
の
傍
に

' #

れ
等
自
身
の
俳
他
的

m

織
を
：發
達
せ
し
め

.

つ
、
 

あ
: o

た
の
で
あ
る
。

」

王
政
“

時
代
に
在
つ
て
或
る
程
度
ま
で
緩
和
せ
ら
れ
て
ゐ
た
*
族
及
び
平 

段
間
に
於
け
る
利
害
の

.

衝
突
は

*

が
.

て
羅
坶
が
其

0

:

近
隣
を
征

_

服
し
.新
た
な
る
國
有
地
を
収 

得
し
肋
し
て
其
の
大
部
分
が

#■

族
に
歸
す
る

w

s

r

m

ら
に
激
烈
ド
爲
つ
た
ノ
紀
元

前

五
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〇
八
年
の

L
e

g
e

s
i

v
a

f

一
は
總
ベ
て
疋
權
を
掌
辑
せ
ん
と
企
つ
る
者
ば
身
命
及
び
財
産
共

-) 

地
獄
の
諸
神
に
榉
ぐ
可
き
こ
く
を
规
寒
し
て
：事

®

上
長
.

宫
を
規
則
疋

5

ぐ
¥

令
0

出
ず
ぃ
る
の
ぃ 

制
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を
確
保
す
る
ビ
共
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、長
宣
即
ち
先
づ
飨
一
に
執
政
官
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ょ
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つ
で
：下
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；れ
’た
る
死
別
若
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く

ね
笞

刑
の
判
決
に
對
し
て
西
人
細
議
會
に
控
訴
す
る
の
權
を
總
べ
，て

0

:

市
K
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碗
保
し
た
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般
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控
訴
權
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1

紀
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元

前

四

西

五

十

一

年

ょ

，リ
も
以
前
に
E

額
の
.罰
金
の
場
合
に
も
延
録
せ 

ふ
れ

s

o

貴
族
に

i f

し
て
は
恐
ら
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五
政
時
代
に
於
て
も
同
一
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の
不
文
法
が

.

存
在
し
て
思

c
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の
で
あ
ら
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5

が、そ
は

®

し

ぐ

無

視

，せ

ら

れ

て
e

つ
た
こ
ビ

>
察
せ
ら
れ
る
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I
h

n
e

は
此
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法
律
が
平
民
に

*

し
て
延
長
せ
ら
れ
ざ

“

へし
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け
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曾
馨
ミ
社
會
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五
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?
>執

®:
官
は
年

+

交
迭
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、元
老
院
は
永
續
的
圈
體
ど
し
て
執
政
，営
の
®
摩 

「

に

際

し

て

大

、な

^

勢
力
を
有
し
た
る
が
爲
め
に
、實
際
の
結
果
を

M

れ
ば
、凡
ゆ
る
重
耍
な
る
問 

M

II
於
て
元
老
院
は

®

際
の

.政
策
を
決
忠
し
、執
政
官
は
之
れ
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た 

の
で
ぁ
る
通
览
の
經
過
に
於
て
は
、執
政
官
は
元
老
院
に
提
議
し
、元
老
院
は
討
議
の
後
.»問 

m
:に
關
し
て
議
決

f

 atus 

c
g
s
u
l
t
u
m
)

を
行
ひ
、提
實
執
政
官

)

の
一
人
は

‘此
の
議
決
を
西
人
組

■
 

'會

丨

W
議

す
る

::
'
ネ
民
が
之
れ

1:
協
賛
を
與
へ
た
る
時
は
、を
は
再
び
元
老

院
R
囘
附
せ

ら
れ 

て
、其
の
確
認

f
p
a
t
r
,

 

l

o

f
)

に
由
っ
て
法
律
的
效
力
を

生
す
る
。
：
斯
く
の
如
&
元
老
院
の
確 

1

2

官
が
豫
め

議
案
を
元
老
院

〖

に
_提
出
す
，る
と
 
<
 
な
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て

之
れ

I

人
組
_
會

に
か
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■
せ
る

t
合

6
J7
て
特
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:
,
舉

要なへる

意
義
を
有

す
る

i
の

で
あ
る
。
そ
は
貴
に
貴

^
の

«

® 

を
保
俨
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
元
老
院
の
確
認
は
立
法
に
關
し
て
は
紀
元
前
三

H

三
十
ネ
ヸ
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e
g
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に
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官
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一

ー

辟

八

十

七

f

の

L
e
x

 

M

l
に
ょ
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も
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c
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す
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貨
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請
求
訴
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法
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る
：實
施
ビ
富
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階
級

_及
び
貴
族
階
級
の
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堪
へ
雛
き
腿
迫
ょ

6

生
じ

/2
る
か
、若
し
く
は

:
<史
ら

.に
ー
大
に
し
て
觅
ら
に
«
食
な
る
政
治
上
の 

特
權
に
對
す
る
階
級
的
鬪
爭
の
結
果
に
：過
ぎ
ざ
る
本
の
で
あ
る
か
は
、良
も
に
斷
言
す
る
こ
ビ 

を
：得
な
い
が
、平
民
が
凡
そ
四
吉
九
十
四
年
の
交
に
牵
民
の
識
民
會
^
^
目
マ
导
罝
ビ
稱
せ
ら
れ 

y2
る
特
殊
の
年
民
官
丰
に
依
つ
て
法
律
上
の
保
護
を
受

<
 
る
の
權
利
を
貴
族
ょ
り
獲

c

令
せ
る 

こ

ビ

は

事
實
で
あ
る
。
初
め
一
一
名
の

*
.民
官
が
任
命
せ
ら
れ
穴
る
が
如

く
で
あ
る

力
幾
許
も 

な
く
其
の

.敷
は
五
名

5

加

し(

四
百
七
十
一

年)

、其
、の
：後
間
も
な
へ
く
十
名
.に
增
加
し
た

(

四

沿

五 

十
七
年

)

。
其
の
任
期
は
一
ヶ
年
で
あ
つ
て
、自
由
民
と
し
て
生
れ

rた
：る

'
k
r
R
の
み
が
之
れ

、0
 

し
て
被
選
資
格
を

.有
す
る
も
の
で
あ
つ
れ
。
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'
_彼
れ
ー
等
は
最
初
；部
族
議
會
に
於
て
選
任
せ
.：ら
れ 

2 
せ

：
B せ
ら
れ
て
な
る
が
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 易
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之
れ
を
信
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る
こ
と
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出
師
ぬ
。
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西
人
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會
ビ

' 

職
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も
¥

な
る
形
式
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的
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！
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以
外
じ
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之
れ
を
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任
せ
る

!1
左
か
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し
て
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な
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而
も
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元
前

四
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七
十

一
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つ
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つ
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其
の
法
律
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上
；の
：保
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を

行

ふ

可

き
®

民
営
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を
創
設
す
る
に
至
ら
し
め
た
る
も
の
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は
這
般
の
事
實
で
あ
る

,0(Ihne, 

op. 

crBd. 

n. 

I.)。
M
o
m
m
s
e
n

は
貴
族
の
み

V

ら

ず
、平
民
の
全 

-ifl

も

亦
た
此
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控
訴
權
に

«

し
た
る
も
の

S

做
し

て
ゐ
る
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Antiquities.

は「

J-
b

の
去
律

i 
恐 

ら
く
平
民
の
み
に
關
す
る
も
の
で
あ

つ
て
*

れ
等
は
是

れ
に

&

り
て
平
民
の
種
族

に
對
す
る 

控
餅
權
を
賦
與
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

ク

て、诌
人
組
に
對
す
る
興
れ

パ
で
は
な
い」

ビ
說

い
て
ゐ
る
ハ 

(art. 

 ̂Le
g
e
s

 

Valeriâ
)
。

此
の
法

#
ば
興
邦
入
苦
し
く
：は
奴
隸
に

_

し
で
は
適
用
せ
ら
る
、、

こ 

ビ
な

く
、
家
長
の

權
カ

は
是
れ
に
由
っ
て
侵
害
：せ
ら
る
、

こ

と
な
，く
、又
た

同

法
は
市
部
ょ

&

 

J 

: 

叫
-

以
外
に
於
て

.

は

效
力
を
有
す
る
こ

と

が
な
か

o

た
^

§
ぼ
：

o
v 

cit, 

p. 

I
3
.

)

o

彼
の

B
e
e
r

は「

紀
元
前
四
酉
九
十
四
年
に
：平
民
は

.甚
し
き
窮
狀
に
陷
，り
、彼
れ
等
は
其
の
故
都 

を
：見
捨
て

、
、自
己
の
共
同
的
社

#
を

創
設
す

る
，
•か
爲

.め

.に
：聖
山
に

.引
上
，げ
た
。.
貴
族
は
彼
れ 

等
の
戰
爭
政
策
の
爲
め

に
絕
え
す
兵
士
を
必
要
,ど
せ
る
が
故
に
讓
步
を
行
ふ
の
已

む
な
き
に 

至
り
：牛
民
が
ニ
人
の
講
民
，

fe
を
任
命
す

る

こ
ど
を
承
認
し
た

」

と
說
い
て

ゐ
るo 

(Beer, 

op. 

c
r 

pp. 

1
3
2
-1
3
3
.)。

護
：民
官
の
職
が
果
し
て
甚
し
き
貧
民
の
窮

S

に
基
き
、而
し
て

M

ら
に
直
接

R

W



法
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
固
ビ
譴
戾
货
唯
一
の
佯
務
は
平
域
を
貴
族
の

(

官
埤
の
琳

i f

不

.I
E

な
る 

支
齓
よ

b

保
護
す
る
に
在
っ
た
。
彼
れ
等
は

「

單
な
る
否
認
の

.

行
爲
{

之
れ
を
稱
し
て
彼
れ
：等の 

仲
裁

^

し
く
は
干
涉

(
i
n
t
e
r
c
e
d
e
r
e
,

 

i
n
t
e
r
c
e
s
s
i
o
)

と
呼
ん
だ

)

に
よ
つ

rt
;

.

官
命
'

の
'
®
施
を
防
止
す
る
に 

よ
つ
て
之
れ
を
遂
行
し

.
た
の
で
あ
る
。
彼
れ
等
ば
如
何
な
る
妨
害
を
も
育
し
て
逮
杣

M

金
^

 

し
ぐ
は
啟
禁
等
の
如
き

® ：
制
的
手
段
に
訴
ふ
る
こ
足
を
許

^

れ
て
ゐ
れ
。
斯
く
て
彼
れ
等

0
 

權
カ
は
取
ら
禁
止
的
で
ば
あ
つ
た
が
、而
も
無
制
限
で
あ
つ
て
執
政

^

;

,

ど
鄉
|

も
其
の
不

1-
5

! |
1

權
に 

服
從
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
れ
。

;.
| |

が
て
其
の
杏
認
«
は
彼
れ
等
が
毕
歧
の
利
益
に
對
し 

て
倍
險
ぁ

P
ビ
»

し
：た
る
執
行
部
の
凡
ゅ
る
行
爲
に
も
及
ぶ

.

に
至
づ

>

れ
。
::
'
.護
] 5

:営
の
機
力
は 

永
，く
，
.羅
M

市
を
去
る
最
初
の

®

石
以
外
に
及
ぶ
こ
ビ
が
な
か
つ
た
。
加
之
な
ら
す
、彼
れ
等
の 

權
カ
は
彼
れ
等
が
相
互
に
：對
し
て
行
使
し
得
可
き
否
，認
權
に
：よ

' 

つ
て
制
限
せ
ら
れ
て
ゐ

た
。
 

即
ち
總
：べ
て
戰
民
官
ゆ
‘執
政
官
の
命
令
と
等
し
く
其
の
同
職
の
其
れ
を
も
否

0

す

る

乙
と
が 

出
來
れ
。
從
つ
て
其
や
數
の
增
加
は
貴
貧
が
彼
れ
等
の
-入
を
能
絡
し
て
其
の
權
力
を
中
和 

レV

る
の
幾
會

を
，增
加
'

す
~

可
.

き
で
あ
つ
々
”

然 

相
耳
否
認
權
は
恐
ら

く

紀
元
前
第
五

世
紀
の
，
初
葉
よ
；
も
以
後
：に
發
達
せ
る
も
の
で

^

笫
十
七
嘧
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け
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を
必
て
右
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、貴
族
は
其
の
集
會
を
無

r

号

こ

。

：

.

然
る
に
今
や
貴
族
は
確
然
除

.

外
せ
ら
れ
て
稀
族
會

S

平
垃
の
み
を
；

以

て

構

成

せ
u

h

乙 

ビ
.

、
爲
つ

.
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民
官
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最
初
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單
な

る
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民

0

長
官
で
，
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：
b
:
;て、
^

I

ー官標

l
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®
び
I

た
ノ 

ク
トレ

ノ
?

|

、長
官
の
前
に
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桿

f
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を
荷

ふ
陪
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す
ら
伴
ふ
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な

く
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の
送

_
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し
て
ゐ
た
。
斯

ぐ

の
如

I

「

彼
れ
等

_

て 

, 1

に
承
f

ら
れ

f

後
ま
で
も
持
續
し
た
。

他
方
に
；於
て

彼
れ

等
は
其
の
授
任
に
®
し 

て
！

る
宣
誓
の

I

民
に
ょ
っ
て
彼
れ

i

し
て

保
？

ら
れ
た
る

I

们

し 

“

ゐ
：な

而

し

て

此

の

權

利

の
.保

m
0

下
に

彼
れ
等
は

2

s

?

S

て
典
の
本
來
股 

ビ
せ

”

れ

U

利
を
«
張
し
た
の
で
ぁ
る
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送

I

を
使
用
す
る
以
外
に
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の
命
令
を
的 
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I

等
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事
上
？

く
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」
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世
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，
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力
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等
の
.

長
官
は
貴
族
を

.

召
集
ず
る
の
權

.

利
を
有
せ
ざ
る
が
故
に

"

其
の
通

.

過
：：せ
る
決
議
は
單
な
る 

平
民

S

決
議
で
あ
っ
た
。
：

斯

く
の
如
き

.

會
，議
の
權
威
が
總
べ
て
.の
國
務
に
及

び
、而
し
て
，其の 

決
議
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e
b
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s
d
t
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l
e
g
e
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r
i
b
u
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普
通

^

m
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I
e
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稱
す

)

が、恐
ら
く
は
紀
元

#

&

 

I V

六
十
ニ
年
よ

6

も
幾
分
以
前
に
發
布
せ
ら
れ
た
る

h
e

x

 

c
s

t
l

t
a

に
よ
っ
て
初
め
て
全
人 

民
を
拘

^

す
る
も
の
-と
思
料
せ
ら
れ
て
よ

b
ff
l

個
の
權
利
は
識
民

13
を

^

て
私
法
又
た
は

公 

法
0

變

|£
を
提
議
す
‘

を
#
.

め
.

し

め

た

。

泡

.

.
に

其

の
：決
議
■

に
：法
律
の
鍊
力
を
有
せ
し

む

る
が 

爲
め
に

：

は
彼
れ
等
は

%

.

老：院
の

.

承
離
を
必
耍
ど
し
た
の
で
あ
る
が
、而
も
紀
元
前
三
百
三
十
九 

_
L

e
g

e
s

 

p
u

b
l

i
c

の
::1

は
.
事
實
上
此
の
抑
制
ぞ
無
效
な
，ら
し
め
、闾
ニ
西
：八
十
七
年
の

L
e

x

 

H
o

r


t
e
n
s

 

一

a
.

 

a

全
然
之
れ
：を
，除
去
し

.

た
'

の
.
.
.で
.

あ
..る
。
? .
V

:
B :
. 

5
5

 

5 

.
.
V
H
I
.
.
I
2
)

：
固
.

ご
彼
.
，れ
等
■

は
元
尤

K

.と 

何
等
公
路
上
の
關

.

係
，
を：有
し

.

な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、後
に
至
っ
て
彼

.

れ
等
は
興
の
神

■

不
可
. 

侵」

ふ，る

«

務
に
よ

り
元
老
院
の
戸
外
な
る
其
の
腰
掛

(
s
u
b
s
d
l
i
a)

に
座
し
て
院
内
の
議
事
を
注
意 

し
"

必
耍
あ
る
場
合
に
は
其
の
保
擊
權
に
よ

0

て
千

®

す
る
の
特
權
を
取
得
し
た
。
而
も
幾
許 

な
ら
す
し
て
彼
れ

.

等
は
元
老
院
內

^

座
席
：
<

1

般
否
認
權
ビ
を
す
ら
獲
得
し
、終
に
は
元
考
院 

の
集
.
#
.
.を
.

召
集
し
提
議
：を

.

行
：ふ
の

.

權
利
：を収
得
す
る
に
至
っ
た
。
同
時
に
彼
れ
等
は
其
の

i f 

錤
十
七
卷

(

一五三
1〕

論
說
、
羅揚

|:

於
け
る
社
會
闽
爭
>

」

社
會
思
想
 

第
九
號 

五
七
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第
十
七
卷

c
v
f
l
o
>

踰

；
說
羅
烬
に
於
け
る
社
會
關
爭
W
8 1

:
會
姐
想 

第

九

驟

?
<

.

轉

民

：官

は

軍

.事
上
の
：將
帥
權
、即
ち
總
統
若
し

 

<
 は
前
記
の
妯
蜋
を
越
え
て
は
執
政
宵
の
權 

威
に
對
し
て
無
力

〗

1

ぁ

0「

た
。

'
彼
れ
等
は
典
の
拨
證
を
求
め
ら
れ
た
.る
際
に
於
て
の
み
惟
り 

個
入

:0
保
譴
の
爲

'め
に

"干
涉
し
た
の
で
ぁ
る
。
臬
れ
が
爲
め
に
へ
彼
れ
等
の
邸
宅
は
遨
夜
兆
に 

31
:

の
.拨
助
を
求
む

.る

平

民

：を
'.自

由

に

出

入

す

る

を

得
：せ
し
む
る
•か
爲
め
に
開
放
せ
ら
れ
て
ゐ 

た
。：

M

し

て

彼

れ

等

，；
H

身
は
：一
切
の
業
務
の
停

.lh
せ
ら
る
、
羅
典
祭
日

^
矛

L
a
tB*
々
を
除
い 

て；は
終
日

市
部
を
嵌

'る
乙
ビ
が
出
來
な
か
つ
た
。
彼
れ
等
は
取
隊
の

^
募
及
び
戰
稅

(tributum) 

0'
徵
收
の
如
き
本

K

全
體
に

.影
響
す
る
一
切
の
處

©

(:
對

^
|て
，は

fF
へ
を
受
く
る
乙
と
な
く 

し

9

干
渉
す
る
こ
ビ
が
出
來
た
。
元
來
保
謎

?xilium)

の
み
に
限
定
せ
ら
れ
て
居
つ
た
霉
般
の 

干
涉
權
は
時
の
經

®

ど
共
に
次
箔

R

.

®張
せ
ら
れ
て
、終
に
は

_

民
賞
の

}

a

認
は
彼
れ
等
を
し 

て
殆
ん
ど

1

切
の
公
の
行
鳄
即
ち
行
政

'的
手
段
、元
老
院

「V

の

交

涉

及

び

，立

法

及

び

選

擧

を

目 

的
と
せ
る
人
民
の
會
議
等
を
停
止
す
る
こ
と

^

得
：せ
し
め
た
。

.

〗

彼

.れ

等

ば

平

运

階

級

に

關

す 

る

事

項

を

討

_

す
る
が
爲
め
に
其
の
會

_

を
召

'集
す
る
の
權
利

^
有
し
て
ゐ
た
。

M
o
m
m
s
e
n

 

は

此

の，平

1£
#

議(
c
o
a
d
u
u
m

 

PIeb〖s
)

を
純
族
議
會
ビ
區
：別
す
る
。
ヸ
民

#

_
は
平

K

の
長

ifl
即 

v

ff
i

a
1*
v
及
び
後
に
述
ぶ

可
き
平
民
の
造
營
袖

)

を
議
長

e

せ
る
糊
族
の
集
會
で
ぁ
つ
て
、是
れ



.
官
-

と
等
し
く
彼
れ
等
は
他
り
平
民

®

團
體
よ
：り

'

選
出
せ
ら
る

、
を
得
る
も
の
で
ぁ
つ
て
、彼れ 

等
♦か誕
民
営
よ
々

»

立
せ
る
官
職
ビ

爲

れ
る
後

€
雖
も
、
f t

ほ
紫
緣
外
衣

(toga p
r
s
e
x
t
a
)

の
如
き 

官
標
を
す
ら
着
く
る
こ

.W

が

な

か

つ

，
た

‘.
：

,

.

:

六
.

.'

;
;
v

同
位
な
る
裁
判
權
の
斷
え
ざ
る

:

衝
突
と
#
惡
な

る

政
治
的
偏
執
の
斷
ぇ

ざ

る

發
作
と
は

f d 

法
.

を
腐
敗
せ
し
め
、甚
し
く
不
確
定
の
狀
態
に
，陷
ら
し
；め
た
。

,
:

平
民
は

」

興
の
法
律
上
の
保
謎
の
，
 

爲
.

；め)
( :

特
：殊
の
官
吏
を
有
し
て
居
つ
た
、が
、巷
し
，»

^

官
：の
'

干
，：渉

が

貴

族

：の

代

表

者

に

よ

つ

て

、 

0

れ
ら
れ
た
る
か
若
し
く
は
全
然
知
ら
れ
ざ
る
法

#

の
'

時
宜
に
.應
じ
一
た
る
提
示
の
爲
め
に
挫 

か
れ
々

e

し
た
な

&

ば、そ
は
無
效
ど
爲
る
。
斯
べ
の
如
き
成
文
法
及
び
慣
習
法
は
貴
族
に
よ 

:

つ：て
强
烈
な
る
自
衛
的

*

妬
を
以
て
守
：鑛せ

.

ら
れ
、宗
敎
的
神
秘
を
以
て
：之
れ
を
被
ひ
、以
て
平 

民
を
し
て
窺
知
せ
し
む
る

.■

こ
と
を
防
止
し
た
。
平
民
は
最
早
斯
く
の
如
く
事
態
に
耐
ゅ
る
こ 

V」

能
は
.

ざ
る
に
至
つ
：

.

た
.

「
^

べ
て

&

元
前
四

W

六
十
ニ
年
識

K

官
-

グレ
.

ン
チ
ソ

r

.

ス

H

d
§

l
 

I

s

)

は
執
政
官
の
權
；力
を
限

: ®

し
，制
規
す
る
法

#

を
起
草
す
る
が
爲
め
に
平
说
の
委
員
五
名
：
 

:

を
«

埤
す
る

0

:

法

案

：を
：
©

出
し
た
。
' :
:

貴
，族
は
全
ヵ
を
擧
げ
て
之
れ
に
反
抗
し
た

0

貴
族
は

1 ：

■m
十

七

避

(

ー
五
ヨ
三〕

.
論

锁

:

羅
馬
に
於
け
名
社
脅
閫
爭
^
础
會
思
想
'

:
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n逢
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^

說

：S
L
L

於
け
る
社
會
馨
ミ
社
會
姐
想 

第

九

啟

£
A 

務
.滿
.期

後

最

初

の

民

,

調
查
：に
：於

て

元

.老
院
：

に入るの特權をし

2
。

:
:
.
;
一
紀
ニ
兀
前
四
西
.九
十
四
年
を

.以

；て

®

め
で
護
民

.宫
が
選
：任
せ
ら
る
、
ビ
同
時
に
其
の
副
官
ビ 

し
：て

-
名

0
造
營
司

(

n

.
 

「

若
し
く
は

plebeii)

が
任
命
せ
ら
れ
た
。
彼
れ
等
は
四
西
七
十 

'
|
:年
驗
民
宫
ド

-
等
し

;<
之
れ
：を
議
：長

ど

し

て

_全
平
玛
隨
體
に
よ
つ
て
選
任
せ
ら
る

、

こ
至

5 

I

は
恐
ら
く

«

段
宫

5

:つ
て
指
命
せ
ら
れ

f

の
で
あ
ら
ぅ
。
彼
れ
等
の
儿
格
も
亦
た 

#

し
く
不
可
侵
な
る
も
の
で
あ
つ
た

o

彼
れ
等
の
名
稱
は
苹
民
の
女
神
シ
ー
リ
ー
ズ

1

^

 

殿

s

f

に
發
す
る
。
彼
れ
敷
に
對
し
て
割
當
て
ら
れ
た
る
第

「

の
任
務
は
前
記
の
議
決

0
 

ち

|

|

(

及
び
紀
其
前
四
锊
四

'+
六

年

啟

後

片

於

七

は

^

老̂

院

の

t

即

ちs
e

f

 c
o
n
s
u
l
t
s

 

.
力

仇

管

せ

ら

れ

た

る

前

記

，殿

堂

の

管

：理
：で
：办

つ

た

。
::
恐

ら

：く

這

般

，の

配

備

は

法

#

を
記
錄
せ 

パ
る
書
板
が
平
民
の
利
益

^

反
す
る

0

_

'
に
變

5

ら
る
、
を
防
ぐ
が
獰
め

:

必
耍
な
$
ビ 

M

料

せ

ら

れ

た

も

の

で

あ

ら

ぅ

。

彼

れ

，は

W

ほ

謎

民

常

の

命

令

に

よ

つ

て

織

捕

を

行

ひ

#

れ 

等
め
下
し
た
る
死
刑
の
宣
吿
を
執
行
す
る
が
爲
め
に
罪
人
を
タ
ル
匕
；

M

H

g

s

T

a

r

l

) 

ょ
り
投
げ
落
し
、穀
物

::
の
輸
出
を
監
視
し
、市
場
に
於
け
る
：取
別
を
注
意
し
、罰
金
を
科
し
^

民
競 

.技

s

 p
〗e
£
)

及
び
羅
馬
競
技

(

g
 R

O
B
a
n
i
)

を

«

成
璐
督
す
る
の
任
務
を
帶
び
て
ゐ
た

。

I



す
る
卜
名

7)
委
員
若
し
ド
は
大
官

(decemviri 

leglbus 

scribendis)

の
就
任
を
見
る
に
至
り
、凡
ゆ
る 

也
の
長

&

1

は
停
止
せ
ら
る
、
乙
と
、
爲
っ
た
。：彼
れ
等
の
刺
決
に
對
し
て
は
毫
も
控
拆
の 

道
.

が
#

し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が

(

G

v

.
 H

L

 

3
2
.)、

最
初
の
大
官
は

同
僚

の
一
人
に
對
し
て
控
訴

. 

す
^

こ|
ど
を
許
容
！
、久
た
或
る
種
の
：問
題
に
，關
し

':
!

て
は

<

民
の
意
見
を
徵
し
，たビ
傅
へ
ら
れ 

て
ゐ
る
。

(ibid., 

3
6
.
0

;

十
夂

®

は
悉

く
貴
® e

で

あ
っ
た
。
然
も
凡
ゆ
る

平
民

の
特
，權
が
尊
重
せ 

ら
る

「

可
§
こ

と
が
脱
約
せ
ら
れ

た
。(

s
d
.
v 

3
2
.)

パ

M
o
m
m
s
e
n

及
び

I
h
n
e

等
の
羅
馬
史

家

は
平
民 

が
欺

«

せ
ら
れ

f

の
ビ
考
察
し
て
ゐ
る
。
初
め
十
：

^

官
中
に
平

K

の
代

表
者
を

0
任
す
る 

乙
e

;

か
協
定
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

*

が
て
又
た
阻
正
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
各
官
は
一
日 

交
代

^

流
治

を
行
っ

'

た
f

彼
れ

等
の

®

草
せ
る

.:

ー::

體
0

法

#■
は
元
老
院
及
び
西
人
組
議
會
に 

ょ

oV

承
認

せ
ら
れ
、

直

ち
k

十
®

の
靑
銅
板

上
に

公

表
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
H
l
r
'
o
p
'
d
r

p
p
.

 

1
5
-
1
6
.

 )

o

:
 

-

 

:

.
:■
:

+

政
治
は

'

其
の
事
.業
が
未
だ
完
成
せ
ら
れ
ざ
る
を
现
由
ビ
し
て
ー
史
ら
に
一
ヶ
年
間
繼 

續
，し
た
で

.

.

新
' +

大
官
は
三
名
若
し
く
は
：五
名
の
平
：民
を
す
ら
包
有
し
た

>

稱
せ
ら
れ
て
ゐ
る

< 

彼
れ
等
の
選
任
は

H

ビ
ァ
ス

•
クロ

丨
デ
ィ
ァ
ス

>

p
? -

3
Q

p

c
a .
i
u
s

)

の
力
に
負
ふ
も

0
で
あ
る
。
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十
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15')

餘

說

羅

胳

K:
於
け
る
社
會
軿
妒
ミ
瓧
會
滕
想
.
"
,■
'

:
0

J

六
0 

f

よ
6

も
琐
射
な
る
諸
觀
；に於
て
讓
步
を
行
へ
る
も
無
益
で
あ
つ
た
前
述
せ
る
が
如
く

、
^

■,元
.前

四

]?
:it
十
七

年

^

以
：て
護「

民

{吕
は
：五
名
よ
：り
十
名
に
增
加
せ
ら
れ
た
。
同
四

W

五
十
六 

年
に
は

貴
族

に
よ
つ
て
占

^
せ
ら
れ
た
る
一
定

の
土
地
は
國
家
に
よ
つ
て
囘
收

せ.られ

て

平 

民
：に

配

分

せ

ら

れ

た

。：

而
し
て
同
四
軍
五
へ
十
四
年
に
は
執
政
官
自
ら
彼
れ
等
が
賦
課
す
る
を 

得
可
き

|«
]

金：

の
高
を
限
定
す
る
の
法
案
を
百
人
組

_

#
!:
提
出
し
た

O

な
ほ

其

の

^
-
こ同
じ 

ぎ

年
を
以
て
貴
族
は
三
名

.の

.委
貴
を
*
典
に
派
逍
し
て
ソ
ロ

 

I
ン

(
s
o
l
o
p
)

の
法
制
の
騰

is
並 

び
に
其
の
他
の
希
臘
_
邦
の
法

律
.

及
..

び
慣
®
に
關
し
て
取
得
し
得
可
き
報
道
を
潇
さ
し

む

る
 

乙
ヒ
に
间
意
し
、而
し

r:
少

ぐ

と

、も〉

斯

く

の

如

'き
，外

酿

法

0

1
部
が
紀
元
前
四
西
五
十
年
の
十 

銅
標
中
に
編
入
せ
ら
れ
た
ど
稱
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、斯
く
の
如
さ
史
話
は
固
よ
り
取
る
に
足
ら 

ざ
る
も
の
で
あ
る

 

o (
L
l
v

5-
v 3

【
；
J
o
h
n

 

Lewis, 

Credibility 

of E
a
d
y

 

R
o
m
a
n

 

History, 

H. 

p. 

2
2
。
)。

終
に
紀
元
前

.四
百
五
：十
一

1.

年
に

.至
ト
、母
れ
爻
で
羅
馬

..に
行
は
れ

I
:た
る
舊
時
：の
不
文
劳
し
.く
は 

規
定
不
完
全

な

る
惯
習
法

—

^

'

刑
家
、民
事
及
び
：宗
敎
法

(fus 

public 

J
 privatum, 

s
a
c
r
u
m
r
—

を 

編

®

し

V

完
全
な
る
法
典
た
ら
し
む
の
目
的
を

.以
て
：單

J
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